
権利に関する届出書類について

提出書類 旧所有者(印鑑） 新所有者（印鑑） 誓約書 登記簿謄本

旧所有者からご印鑑がいただける場合 権利に関する届出書（１枚） ○ ○ × ×

旧所有者の行方がわからない場合（売買）
権利に関する届出書（１枚）
誓約書
登記簿謄本(下段参照）

× ○ ○ ○

旧所有者の行方がわからない場合（競売）
権利に関する届出書（１枚）
登記簿謄本（下段参照）又は取得した事
がわかる書類(権利書など）

× ○ × ○

社名変更の場合

　社報や組織変更の通知やハガキなどを添付
　（変更前、変更後の社名が記載されている物）

権利に関する届出書（１枚） × ○ × ×

※ご印鑑は朱肉を使用する物のみ有効です。

※登記簿謄本には旧所有者と新所有者の両方のご名義が記載されているものを添付して下さい。両名義人の記載がない場合は受付致しかねます。
　（旧所有者と新所有者の名義は「甲区」に記載されているものをご用意ください。「乙区」にのみ記載の場合は変更受付致しかねます）
　（登記簿謄本上に旧所有者が記載されていない場合は閉鎖登記簿をご確認いただき記載されていれば添付して下さい）
　（競売については登記簿謄本上の新所有者名義の欄に競売と明記されている場合は旧所有者の記載がされていなくても変更可能です）
※会社名義の場合は社印をご使用下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　営業時間：　平日　午前８時３０分～午後５時１５分

２枚目
相続人（○）　　　→　　新所有者（○）

※ご苗字が同一の時は違うご印鑑をご使用下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸市水道課　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸市上下水道事業徴収業務受託者　株式会社　ファノバ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先：瀬戸市追分町64番地の1　瀬戸市役所南庁舎6階

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　０５６１－８５－１１７７

旧所有者がお亡くなりの場合

　　旧所有者から相続し新所有者に変更します
　　旧所有者欄に死亡年月日を記入して下さい 権利に関する届出書（２枚）

1枚目
旧所有者（×）　　→　　　　相続人(○）

× ×


